
告示 

広島市告示第１２７号 

令和８年 ３月３０日 

 

 

 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の３第１項の規定に基づき、河川工事を  

次のように施行するので、同条第２項の規定に基づき告示します。 

 

 

 

広島市長  松 井 一 實       

 

 

 

１ 河川の名称及び区間 

  一級河川太田川水系指定区間小河原川 

  上流端 左岸 広島市東区福田五丁目１１５０番３地先 

右岸 広島市東区福田五丁目４１２６番３地先 

  下流端 左岸 広島市東区福田町字木ノ宗９５９番地先 

右岸 広島市東区福田町字恵木２４６５番地先 

  延長  １，４５０ｍ 

 

２ 河川工事の内容 

  都市基盤河川改修事業 

 

３ 河川工事の期間 

  平成１０年１０月２１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 


